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 総則 

 

1. 委員会その他法人内の組織に関する事項  

虐待防止及び身体拘束の廃止に向けて、虐待防止及び身体拘束適正化委員会を設置し

ます。 

2. 職員研修に関する基本方針  

利用者に対する虐待の防止並びに身体拘束の廃止及び身体拘束を適正に行うため、入

職時及び 定期的に、職員に対して虐待防止及び身体拘束適正化研修を行います。  

3. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針  

この指針はホームページに掲載し、誰もが閲覧出来るように努めます。  

 

虐待防止のための指針  

 

1. 事業所における虐待防止の基本的な考え方  

利用者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、利用者の自立と社会参加にとっ

て虐待の防止を図ることが極めて重要です。利用者の安全と人権保護の観点から、虐

待の防止に努めます。  

2. 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針  

虐待が発生または虐待発生の恐れがある際に、利用者の安全確保と人権保護、虐待の

解決、再発防止のために報告体制を整え、虐待防止マニュアルを策定し、実施しま

す。  

3. 虐待発生時の対応に関する基本方針  

虐待が発生した際は利用者の安全確保と人権保護、虐待の解決、再発防止のために必

要な措置を取り、また、当該措置について適切に運用できるよう虐待防止マニュアル

を策定します。  

附則  

1. 本指針は R6 年 12 月 1 日より施行する 

2. R7 年 6 月１日より事業所名変更 


